
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 74 号 平成 31 年 1 月 24 日（木） 

発行 税理士法人 KJ グループ 

〒536-0006 

大阪市城東区野江 4 丁目 1 番 6 号 

TEL：（06）6930-6388 

FAX：（06）6930-6389 

■平成 31 年度税制改正大綱のポイント－個人所得税・資産税－■ 
平成 31 年度税制改正大綱が平成30 年 12 月 21日に閣議決定されました。今回は、個人所得税と資産税 

の論点について、改めて確認してみましょう。 

 

1. 個人所得課税 

（1）住宅ローン控除の拡充  

消費税率 10％が適用される住宅取得等について、控除期間が 3 年延長されます（現行 10 年⇒13年）。

11 年目以降の 3 年間について、消費税率 2％引き上げ分の負担に着目した控除額の上限が設定されます。 

適用期間は 2019 年 10 月 1 日から 2020 年 12月 31 日までとされます。この措置による個人住民税の

減収額は、全額国費で補填されます。  

（2）森林環境税（仮称）及び森林環境譲与税（仮称）の創設 

森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税（仮称）（2024 年度から年額 

1,000 円）及び森林環境譲与税（仮称）（2019 年度から譲与）が創設されます。  

（3）ふるさと納税制度の見直し 

 過度な返礼品を送付し、制度の趣旨を歪めているような団体については、ふるさと納税（特例控除）の

対象外にすることができるよう、制度の見直しが行われます。  

（4）子どもの貧困に対応するための個人住民税の非課税措置 

 子どもの貧困に対応するため、事実婚状態でないことを確認した上で支給される児童扶養手当の支給を

受けており、前年の合計所得金額が 135万円以下であるひとり親に対し、個人住民税を非課税とする措置が

講じられます。 

 

2. 資産課税 

（1）個人事業者の事業承継税制の創設等 

 新たな個人事業者の事業承継税制が、10 年間の時限措置として創設されます（現行の事業用小規模宅

地特例との選択適用）。  

●事業用の土地、建物、機械等について、条件によっては適用対象部分の課税価格の 100％に対応する相

続税・贈与税額を納税猶予する。  

●法人の事業承継税制に準じた事業継続要件の設定等により制度の適正性を確保する。 

現行の事業用小規模宅地特例について、相続開始前 3 年以内に事業の用に供された宅地を原則として除

外する適正化が行われます。  

（2）教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置の見直し 

 教育資金の一括贈与非課税措置について、受贈者の所得要件設定や使途の見直しを行う一方、30 歳以

上の就学継続については、一定の配慮を行い、適用期限を 2 年延長します。 

 また、結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置について、受贈者の所得要件設定を行い、適用期限が 2

年延長されます。 

 

3. 仮想通貨に関する課税関係（所得税） 

仮想通貨の取得価額の算出方法を移動平均法又は総平均法により算出することが法令上明確にされる改正が 

行われました。 

 

(出典 税務懇話会) 


